
A. 地域の事は自分たちで民主的に決めるということです。
　そのため憲法で地方自治が保証され、法律で大枠の仕組み
　が決まっています。地域の自治は住民と議会と行政が一緒
　に行うものです。
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住民投票の実施
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基づき実施する

住民投票の実施

A. まちづくりに関する、住民と議会と行政に共通の考え方や、住民の権利や役割、
     議会や行政の責務について定めたものです。
     2000 年ころ地方分権改革で市町村の権限と責任が広がったとき、住民が主体の
    まちづくりを進める動きも全国に広まりました。
    各市町村は、自治基本条例という” 自治体の憲法　” を作るようになりました。

「住民投票」についての検討課題

シリーズ 自治基本条例とは︖
（第5回）Q＆Aの巻
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町政の重要課題について住民投票で町民の意思を表明したいとき
住民投票条例には、二つの方式があります

個別型 常設型
地方自治法第 12条第 1項、第 74 条による 住民投票条例がある場合

・まず、自治基本条例に個別型か常設型の住民投票の決まりを入れるかどうか？
・入れるとすれば、将来も考えてどちらの型が良いか？それぞれの良いところ、
　不都合なところを専門部会で検討しなくてはなりません。
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8月30日専門部会の勉強会テーマは「住民投票」でした。22名が参加し、
意見を出し合い、9月と10月の会議で仮の条文にまとめる計画です。

　町民は、有権者の１/50 以上の
　署名により住民投票条例の制定を
　町長に請求できる

　町民は、有権者の一定＊以上の
　署名により住民投票の実施を
　町長に請求できる

＊市町村によって違い
　ます（1/3 や 1/6）など


